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公 文 書 の 任 意 提 供 取 扱 基 準
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◎ 公文書の任意提供取扱基準

１．申出による公文書の任意提供

実施機関は 平成１７年３月２８日前に旧海津町 平田町及び南濃町 以下 旧、 、 （ 「

３町」という ） が保有していた公文書の閲覧又は写しの交付等の申出があった。

ときは、情報公開制度の推進の観点から、これに応ずるよう努めるものとする。

２．任意提供の申出

旧３町が保有していた公文書の任意提供の申出は、公文書任意提供申出書（別

記様式第１号）により行うものとする。

３．申出に対する回答

公文書の任意提供の申出に対する回答は、公文書任意提供回答書（別記様式第

２号）により行うものとする。

４．その他の事務

上記１から３のほか、公文書の任意提供の申出に係る事務については、情報公

開取扱要綱中、第２及び第３に定めるところに準じて行うものとする。

５．適用開始日

この公文書の任意提供取扱基準は、平成１７年６月１日から適用する。
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別記様式第１号

公 文 書 任 意 提 供 申 出 書

年 月 日

様

申出者 〒

住 所

（法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地）

氏 名

（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者氏名）

電話番号

次のとおり公文書の任意提供を申し出ます。

公 文 書 の

件 名 又 は 内 容

提 供 の 方 法 １ 閲 覧 ２ 視聴 ３ 写しの交付（ 郵送の希望 有 ・ 無 ）

備 考

（注）１ 各欄に必要事項を記入し、該当する番号を○印で囲んでください。

、 。２ 申出者が法人その他の団体の場合は 備考欄に連絡可能な方の氏名及び電話番号を記入してください

この欄には、記入しないでください。［職員記入欄］

申 出 書 受 付 年 月 日 受 付 印

年 月 日

担 当 課

（電話番号 内線 ）

備 考
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別記様式第２号

公 文 書 任 意 提 供 回 答 書

第 号

年 月 日

様

（実施機関） 印

年 月 日付けで申出のあった公文書の任意提供については、次のとおり

（ ）こととしましたので回答します。

公文書の件名又は内容

提 供 の 方 法 １ 閲覧（ □原本 ・ □複写 ） ２ 視聴 ３ 写しの交付

提 供 を 実 施 年 月 日（ ） 午 前 ・ 午 後 時 分

す る 日 時

提 供 を 実 施

す る 場 所

（電話番号 内線 ）

提 供 し な い 理 由 （理由）

提 供 す る こ と が

できるようになる期日

担 当 課

（電話番号 内線 ）

備 考

（注）１ 公文書の提供を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。

２ 指定された公文書の提供を受ける日時の変更を希望するときは、あらかじめ、総務課（電話番

号 内線 ）へご連絡ください。

３ 「提供することができるようになる期日」欄は、その期日をあらかじめ明示することができる

場合に限り記載しています。公文書の提供を希望する場合は、記載された期日以後に改めて公文

書の提供を申し出てください。


